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手話言語って何？
　｢手話言語｣は手の形、位置、動きをもとに、

表情も活用する独自の文法体系をもった、音声

言語である日本語等と同等な言語です。

条例の目的は？
手話言語への理解の促進及び手話言語の普及に関し、
基本理念を定めたうえで
●市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにします。

●ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会

　の実現を目指します。

条例の基本理念は？
手話言語への理解及び手話言語の普及は、「ろう者」「市」「市民」「事業者」
それぞれが「手話は音声言語と同等の言語である」との認識に基づき、

を基本として行います。

●自立した日常生活を営み、積極的に社会に参加し、

互いに人格や個性を尊重することができる社会に

なること

●手話言語によるコミュニケーションが図りやすい

環境をつくること

●手話言語によるコミュニケーションをスムーズに

図る権利を尊重すること

なぜ手話言語条例が必要なの？
　残念ながら未だ手話が音声言語と同等の言語である

との理解・認識が十分に進んでいるとはいえません。ろ

う者とろう者以外の者が互いに尊重し、共生することの

できる地域社会実現のためには、手話が言語であること

をみんなが理解する必要があります。

ろう者があらゆる場面で手話言語によ

るコミュニケーションが図られるよう

に手話言語を普及することや、ろう者

が自立した日常生活を送ることができ

るように総合的かつ必要な施策を推進

します

基本理念に対する理解を深めて、

市が推進する施策に協力するよう

努めます。

基本理念に対する理解を深めて、

市が推進する施策に協力するとと

もに、ろう者が利用しやすいサー

ビスを提供することや、働きやす

い環境整備に努めます。

私たちは、
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